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虐待防止マニュアル

目　　的
　　　社会福祉法人土佐七郷会の社会福祉事業を利用されている利用者さんの人権擁護、虐待防止に努める為に私達職員は障がいのある方の人権を守る立場にある事を忘れず高い意識を持ち、施設全体で虐待防止に取り組んでいくと共に、職員の資質向上に努めます。

Ⅰ　障がい者虐待の行為とは！！
　　　利用者さんは虐待されても、虐待であることを自覚できなかったり、自ら助けを求める事が出来ない時があります。その為に、職員は小さな兆候（表情・怪我・しぐさ・言動）を見逃さない事が大切です。また、職員自身も自分が行っている支援が虐待にあたる行為と認識がないまま、利用者さんに関わっている事があります。職員が互いに声を掛け合い、虐待防止に努める事が大切です。下記に記載されている内容は虐待行為であり絶対に許されない事です。
	身体的虐待
	暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為。身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制する行為。
【具体的な例】
・平手打ちする・殴る・蹴る・壁に叩きつける・つねる・無理やり食べ物や飲み物を口に入れる・やけど・打撲させる・身体拘束（柱や椅子やベッドに縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する、部屋に閉じ込める、施設側の管理の都合で睡眠薬を服用させるなど）

	性的虐待
	性的な行為やその強要。
【具体的な例】
・性交・性器への接触・性的行為を強要する・裸にする・キスする・本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する・わいせつな映像を見せる・排泄や入浴の異性介助

	心理的虐待
	脅し、侮辱などの言葉や態度、無視、嫌がらせなどによって精神的に苦痛を与える行為。
【具体的な例】
・「バカ」「あほ」など障がい者を侮辱する言葉を浴びせる・怒鳴る・ののしる・悪口を言う・仲間に入れない・子ども扱いする・人をおとしめるような扱いをする・話しかけているのに意図的に無視する・本人が望まないあだ名などで呼ぶ・本人を侮蔑した物真似をする・施設で明らかに職員が行うべき仕事を指導と称して行わせる・世間体を気にして本人を訪ねてくる人がいても会わせない・施設で一人だけ特別な色の服などを着せる・本人の意向を無視して外出させない・本人の障がい特性を理解しない指導

	放棄・放任
（ネグレクト）
	食事や排泄、入浴、洗濯など身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、などによって障がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させること。
【具体的な例】　
・食事や水分を十分に与えない・食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している・あまり入浴させない・汚れた服を着させ続ける・排泄の介助をしない・髪や爪が伸び放題・室内の掃除をしない・ごみを放置したままにしてあるなど劣悪な住環境の中で生活させる・病気やけがをしても受診させない・学校に行かせない・必要な福祉サービスを受けさせない・制限する

	経済的虐待
	本人の同意なしに（あるいはだますなどして）財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
【具体的な例】
・年金や賃金を渡さない・本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する・日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない・本人の同意なしに年金等を管理して渡さない・施設で本人に渡している小遣いを搾取する・家事支援などのヘルパーが本人の同意なく自分のための食事を作る・本人の経済的状況を無視して、相続財産を放棄させる



Ⅱ　虐待発生のメカニズム
　　最初から虐待をしようと思って施設・事業所等で働きはじめる職員はいません。しかし、多くの虐
　待が起きています。厚生労働省は、虐待が生じる要因について「いずれも小さな不適切な支援（行為）
から始まって、複雑・多様ではありますが、虐待の多くは密室的な環境下で行われること、障がい者
（児）の権利を侵害する小さな出来事から心身に傷を負わせる行為にまで次第にエスカレートしてい
くこと、職員に行動障がいなどに対する専門的な知識や技術が不十分な場合に起こりやすいこと等、
障がい者（児）虐待に共通な構図が存在する。」としています。

（１）背景
①　小さな不適切な支援（行為）の積み重ね
○大きな虐待は職員の小さな不適切な支援（行為）から始まります。「これくらいなら許される。」
の積み重ねによる支援の質の低下、負の支援が増加します。
○利用者が被害を認識できない・訴えられないことが要因として考えられます。虐待を受けた人が
　その繰り返しの中で無力感を学習してしまい、ますます訴えなくなっていきます。

②　支援の知識や技術の不足（行動障がいへの支援の例）
　　○利用者の障がい特性や状態を適切に把握できていないことがあります。
　　○利用者の配慮が必要な行動に対する適切かつ有効な支援方法が見出せないため、職員が容易に力
や物理的隔離（身体拘束等）で解決しようとすることがあります。
　　○そうした不適切な支援の積み重ねが、結果的に大きな虐待につながるのです。
≪不適切な支援から大きな虐待≫
■他害行為や破壊行為など発生したとき、支援者は止めなければならい。
　　　　↓　悩みながら
■利用者を守るためには、やむを得ず、制止したり、鍵のかかるところで落ち着いてもらう。
　　　　↓
■支援等の検証
　　　　↓
■○より良い支援の提供　　　　　　　　　　　×同じ場面で同じ対応

利用者の障がい特性や状況、支援方法の検証の中では、例えば、鍵のかかる場所へのタイムアウトをする、とういうことになるかもしれません。しかし、継続した検証がなされない中で、当たり前の対応として行い続けてしまうと、結果、大きな虐待につながる可能性が生じてきます。
















　③　職員の優位性
○職員は利用者に対して「支援する側」という優位な立場にあります。
　　○職員の人権意識が低下すれば、容易に虐待が発生し得ます。

　④　身体拘束は常に虐待と隣り合わせ
　　次のようなときに身体拘束は容易に虐待に陥る可能性があります。
　　○障がいの特性から「身体拘束は絶対に必要だ」という思い込み
　　○身体拘束がなければ利用者の突発的な行為に対応できない、利用者の安全は確保できない、とい
う思い込み
　　○問題の解決策は身体拘束しかないという考え
　　○この身体拘束は本当に必要なのか？という視点の欠如
　　○身体拘束をする手続きを踏んでいるから許される、という思い込み
【参考】
　高齢分野において緊急やむ得ない場合の身体拘束は以下の３要件がすべて満たされる必要があると定められています。
　　○切迫性：利用者本人または他の利用者の生命または身体が危険にさらされる可能性
が著しく高い場合
　　○非代替性：身体拘束以外に代替する介護方法がないこと
　　○一時性：身体拘束は一時的なものであること












（２）虐待に陥らない検討
①　小さな不適切な支援（行為）の積み重ね
　　　　小さな不適切な支援（行為）はどうしたら防止することができるでしょう？
· 働くすべての職員が「不適切な支援」に気が付くことが大切です。どういった支援が「不適切な支援」にあたるのかを話し合い、気付いた時に、お互いが指摘して高めあうことができる関係を作っておくことが必要です。

②　支援の知識や技術の不足
　　なぜ、利用者は他害行為や自傷行為を起こしてしまうのでしょうか？そうした行動の背景と
は何でしょうか？
· 支援の対応が困難であればあるほど、職員全員による支援計画の理解や知識の共有が必要となります。

　　③　職員の優位性
　　職員と利用者の関係性はどういったものなのでしょうか？
· 職員は常に支援する優位性を自覚し、高い人権意識を保ち続ける必要があります。そのためには、日々の支援の中で優位な立場を濫用した支援をしていないか確認する必要があります。
　○不適切な呼び方（「○○ちゃん」等）や言葉遣い、実年齢を無視して、幼児扱いをする。
　○お世話をしているという意識　…等

　　④　身体拘束は常に虐待と隣り合わせ 
[bookmark: _Hlk68513102]　　　　身体拘束が真に必要な場合とはどんなときでしょうか？
· 職員は常に、本当に身体拘束が必要なのか、ということを考え続けなければ、安易な身体拘束、身体拘束の常態化につながります。また、やむを得ず身体拘束する場合でも、所定の手続きを取らなければなりません。

⑤　やむを得ず身体拘束等を行う場合の所定の手続き
　　やむを得ず身体拘束等を行う場合の必要な手続きとはどういったことでしょうか？
· 利用者への日常支援の中でやむを得ず身体拘束等を必要する状況が想定される場合は、利用者本人又は保護者との間で、事前に書面（別紙　様式1による）での同意を得る必要があります。
· また、やむを得ず身体拘束等を行った場合はその態様及び時間、その際の利用者の心身の状態並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項について記録（別紙　様式2による）しなければなりません。


Ⅲ　全従業者が知的障がいの理解、特性を理解しましょう。
1 知的障がいとは?発達障がいとは?
　　　知的障がいとは、脳になんらかの障がいを受けた為に知的面での発達の遅れや、他人とのコミュニケーションなど社会生活において困難を生じる障がいですが、支援次第では社会での生活が可能になり、地域で生活を送る事ができます。

主な特徴として
①話の内容を理解できなかったり、自分の考えや気持ちを上手に言葉で表現できない方や、コミュ二ケーションが苦手な方がいます。
②複雑な話や、抽象的な概念の理解が苦手な方もいます。
③物事を判断して、見通しを立てて行動する事が苦手な方がいます。
④読み書き、計算が苦手な方がいます。
⑤何か困った事があっても、自ら助けを求める事が出来ず途方にくれる方もいます。
⑥こだわりを持たれており、突発的な出来事や予定の変化への対応が苦手な方がいます。
⑦時間の感覚が分かりにくく、ある特定の音を聞き流す事が出来ず、不快に感じて情緒を乱す方もいます。
⑧何らかの原因によりパニック（自傷、他傷）や粗暴行為をすることもあります。

















　上記の文面に関しては、利用者さんの特性に関する一例です。利用者さんは個々によって様々
な特性を持たれていますので、ケースに応じた声かけや接し方が必要になってくると思います。
従業者の方はその事を念頭に入れて利用者さんに接して下さい。

Ⅳ　基本的な話し方、声かけ
①話しかけるとき
ポイント　　笑顔でゆっくり、優しい口調で声かけします。
①利用者さんの目線に合わせて、ゆっくりと優しい口調で声かけして下さい。また、職員の顔の表情も大切です。強い口調、きつい口調、早い口調、利用者さんを咎めるような言葉掛けはしないようにしましょう。
②声かけを行う時には、利用者さんの前から声かけしましょう。後ろから声かけするとびっくりして、パニックを起こす利用者さんもいます。









②話を聞くとき
【耳できく】　相手の言葉によるメッセージに最後まで耳を傾け、理解する。
【目できく】　相手の言葉以外の行動（姿勢、表情、しぐさ、声の調子など）に注意を払う。
【心できく】　相手の言葉の背後にある感情も受け止め、共感を示す。
相手の立場に立った聴き方
1.相手が発する信号をきちんと受け止めます。（個々の職員の感性、スキルが大切です。）
2.相手の心の奥まで開いてもらうように心がけます。（すぐに諦めない）
3.相手の話は最後までよく聴き、話の全体を把握します。（話の途中で口を挟まない）
4.相手の心の扉が閉まるような言葉遣いをしません。（よく使いがちですので気をつけましょう。）
5.相手の言葉の奥に潜む感情をよく理解します。（読み取る力をつけましょう。）
6.誰が見ても傾聴していることがわかるように身体全体で傾聴態度を表します。（姿勢が大事です。）
7.自分の言っている言葉に傾聴します。（自分の発した言葉を覚えておきましょう。）
8.白か黒かの判断だけではなく、他の可能性はないのかを考えます。（先入観を捨てましょう。）
ポイント　　職員サイドがリラックスした雰囲気を作ります。また、利用者さんの様子に
合わせて、話をよく聞く事が大切です。
①安心して話が出来るように、リラックスした雰囲気を作ります。場所を選ぶことも大切です。
②利用者さんが話すのに時間を要すケースでも、職員サイドはゆっくりと待って利用者さんが話し始めるまで待つ事が大切です。
③利用者さんの断片的な言葉からでも、利用者さんの状況や気持ちを理解して、利用者さんの置かれている状況を理解する事が大切です。
④利用者さんが大声で話している時には、職員サイドは小さな声で話しかけると効果的な時があります。
⑤利用者さんによっては、時間を決めて話すと効果的な時があります。（これから１０分間話をしましょう等。）













③話や説明をするとき
ポイント　：　ゆっくり、はっきり、短く、具体的に話し、利用者さんが内容を理解してい
るか確認しながら話を進める事が大切です。
①利用者さんは、一度にたくさんの事を言われると分からなくなり、状況を把握できずにパニックになる方もいますので、ポイントを絞ってゆっくり、はっきり、短く、具体的に話しかける事が大切です。
②利用者さんが理解できるように、必要に応じて職員サイドは分かりやすい言葉に言い換える事が大切です。例として～「もうちょっと」「そこ」「あっち」ではなく、「あと５分」「居室、食堂」等、具体的な言葉で説明する事が大切です。
③利用者さんが説明を理解しているのか確認の為に、職員サイドは状況に応じて利用者さんに複唱してもらう事も大切です。
④説明が伝わっていないと感じたら、ポイントを繰り返し伝えるか、視覚的に分かるように工夫する事が大切です。
















Ⅴ　優しい言葉とは
①利用者の方がどう感じるかを考えて発言する。
②利用者の方が委縮しないよう語尾に気をつける。
例として～「～ですね。」「～ですよ。」・・・等、丁寧な言葉遣いをする。
③利用者さんに感謝の言葉を伝える。
例として～「ありがとうございます。」「助かりました。」「お願いします。」・・・等。
④褒め言葉を意識する。
　　例として～「頑張っていますね。」「できましたね。」・・・等。










Ⅵ　虐待の未然防止
1 「ホットな心とクールな頭」
　　支援者は「ホットな心とクールな頭」をもって支援することが求められます。
　　「ホットな心」とは、利用者の立場に立ち共感的に思いを汲み取る温かい心。「クールな頭」とは、自分自身のことを含め、客観的に問題や問題状況を理解し、冷静に判断し、対処していく頭脳。しかし、さまざまなリスク要因（人の目が届かない物理・人的環境、意識の欠落等）によって、非共感的に理解し、冷静さを欠いて判断し、対処するため、言動（行為）の手加減もできなくなります。常に「ホットな心とクールな頭」をもって行動できるよう努めましょう。

2 「できるだけオープンに」
また、良くない（望ましくない）点を減らし、良い（望ましい）点を伸ばすという視点が備わっていることです。ヒヤリ・ハット報告等において、事故ばかりでなく、賞賛される出来事も報告することです。事故などの良くない（望ましくない）点だけの報告に偏るとモラルが低下し、隠ぺい性を高めかねないからです。悪いことも良いことも、辛いことも嬉しいこともできるだけオープンにして、職員間で共有していく必要があります。
　　また、利用者の方からの支援者が受けた暴力・暴言などについても、データをとって、その上で対処方法を考えることも必要です。

3 「記録の妥当性と信頼性」
記録は他のものに代えがたい貴重な実践データです。客観的に事実を第三者の立場から観察・認識したことと、主観的に支援者自身が判断し、対応したことを継続して記録します。たとえ、支援事故を虐待として疑われたとしても、「○○の事実に遭遇した。○○と判断し、○○の対応をした。結果、○○となった」と、整理された記録があれば、それを根拠に支援者自身が自分を守る証になるのです。また、記録を通して、支援の振り返りをすることも重要です。

4 「外部との交流と研修」
　　閉ざされた施設や日々の利用者の方の作業・生活や職員の支援においてマンネリ化や施設主導型にならないためにも、地元の方との交流・ボランティアの受入・実習生の受入・見学者の受入・取引業者の出入り等の外部の方の第三者的視点や意見交換を積極的に行うことも重要です。また、利用者の方の人間理解・障がい特性の理解とそれに基づく対人援助専門職としての職員研修・養成への取り組みが、サービスの質の向上には不可欠です。

5 「風通しの良い職場作り」
困ったときは、自分一人で解決しようと悩まず、抱え込まず相談しましょう。また、日頃から支援者同士（職名・雇用形態に関わらず）お互いが、声を掛け合い話し合い、ひとつのチームとして助け合う風通しの良い職場にすることが重要です。

Ⅶ　対応例
下記の文面は例として挙げた対応例です。参考にして下さい。
（１）生活場面！！！
①利用者さんの居室を訪室する際の職員の対応例。
　　　良い対応例～まず訪室する利用者の居室をノックする。利用者からの応答を確認し、｢失礼します｣と一言伝えてから入室する。

　　　悪い対応例～ノックをせず無断で入室する。
ノックはするが、利用者から入室の了解を得ないまますぐに入室してしまう。

（２）利用者さんから声をかけられた際の対応。
①業務中に利用者さんから用事で話しかけられた時。
　　良い対応例～「何ですか。」
　　　　　　　　「どうしましたか。」・・・等、自分の業務を遂行しながらも話を聞く姿勢を持つ。

　　　悪い対応例～「ちょっと待って下さい。」
　　　　　　　　　「後にしてください。」
　　　　　　　　　「今仕事中です。」・・・等、利用者さんを後回しにしてしまう。

②利用者さんに日用品を買いに連れて行ってほしいと頼まれた時。
　　　良い対応例～「どこに買いに行きたいですか。」と聞き、時間等を考慮し行ける範囲で利用者さんの希望する店へ連れて行く。
「○○に買いに行くので良いですか。」と、買いに行く店を提案し利用者さんから了承を得る。
平日の際は日用品の在庫の確認を行い今すぐ買い物が必要でなければ休日に行ってはどうかと提案する。
　　　　　　　　　自分が引率できそうになければ、「他の従業者に聞いてみますね。」と伝え、引率してくれる従業者を他に探す。
　　　
悪い対応例～利用者さんにどこで買いたいか希望する店を聞かずに従業者が決めてしまう。
　　　　　　　　　利用者さんが購入を希望する店があるが、従業者の理由でその店に連れて行かない。（○○店の方が近い、安い等）
　　　　　　　　　「今日は無理です。」等の一言で対応を終えてしまいその後の対応がない。

③食事の不満が聞かれた時
良い対応例～利用者さんから詳しい内容を伺い、その場で返答出来る事柄に関しては速やかに
答える。また、支援員だけで対応が難しいようであれば、栄養士、看護師を交え
て話し合いを行うようにする。

悪い対応例～利用者さんの訴えに対して、内容をきちんと聞かずに「栄養士が考えて作ってい
ます。」「嫌なら食べなくていいです。」と素気ない態度を取る。
この利用者さんは文句しか言わないといった先入観をもって対応する。

④食事の時間を過ぎても食堂に来られない利用者に対する対応例。
良い対応例～「食事の時間ですよ。」とまず声をかける。時間を置いても応じられなかった場合は
その都度声掛けを行っていく。体調不良や気分不良がないか気にかけていく。どうしても食べられない場合は食事の時間を過ぎて１時間までは食事を取り置きしておき、本人の意向を確認し１時間を過ぎたら処分する。

悪い対応例～なかなか食堂に来ていただけない方に対し、再三の声掛けは行わずそのまま放置
する。また、「○○さんはどうせ食べないから処分して下さい」と始めから食事
を摂っていただこうとせず、処分を厨房職員に依頼してしまう。

⑤食事の際、残食が目立っている利用者に対する対応例
良い対応例～「魚は栄養があるので、頑張ってもう少し食べてみましょう」などと前向きな声
掛けをする。

悪い対応例～「きちんと食べないのなら今日のお菓子はあげません」などと交換条件のような声かけをしてしまう。

⑥職員に対しての不満、悪口、同様に利用者さんの不満、悪口を言われた時。
良い対応例～職員に対してどのような不満や悪口があるのか談話室にて詳しく内容を聞き、内
容によっては、園長、上司を交えて話し合いを行う。利用者さんの事に関しても、個別に詳しく内容を伺うと共に、状況によっては談話室を利用して聞き取りを行う。また、利用者さんの悪口を言われている時には「自分も言われたら嫌ですよね？」と例を出して諭すように説明する。

悪い対応例～利用者さんの話に耳を傾けず、安易に話を済ませてしまう。

（３）体調面に関する事
①頭痛、腹痛の訴えがあった場合。
良い対応例～「何処が痛いですか？」と柔らかい口調で話しかける。バイタルチェックを行い、どんな風に痛むのか話を聞きそれに応じた対応を行う。特に様子を伺う程度であれば利用者さんに説明を行う。

悪い対応例～「本当に痛いのですか？大丈夫だと思います。」等、詳しい話を聞かずに安易に答えてしまう。
バイタルチェックを怠る。

②「薬を下さい」との訴えがあった場合。
良い対応例～「どうしました？」と薬が欲しい理由を尋ねる。また、症状を聞きバイタルチェックを行い必要があれば薬を服用していただく。
薬が必要ないと判断した場合は、きちんとその理由を利用者さんに説明する。

悪い対応例～バイタルに異常がないが何度も言いに来られる利用者さんに対し「薬はあげられません。」とだけ言い理由を伝えず追い返す。

③お腹や背中が痒いとの訴えがあった場合。
良い対応例～同性の支援員、看護師で対応する。
　　　　　　　　湿疹が出ている場合は看護師に診て頂き場合によっては病院受診をする。

悪い対応例～異性の支援員が身体を見る。
　　　　　　　「我慢してください。」等と言い利用者さんの話を受け流す。

（４）行動面に関する事
①利用者さんが相応しくない行動をされたときの対応例。
良い対応例～利用者さんを居室または個室に誘導し、落ち着いて話が出来るような空間作りを
した上で話し合いの場を設ける。

　　悪い対応例～周囲を気にすることなくその場でその方に対し大声で注意したりきつく話をする。
利用者に対して職員が感情的に話を行っている。

②作業に参加出来ていない利用者に対する対応例
良い対応例～作業参加への声掛けを行っていく。気分が乗らない方に対しては、「頑張って働
いて欲しいものを買いましょう」などと前向きな声かけを行っていく。体調不良を
訴えられている場合は看護師と連携する。

悪い対応例～「いい加減にしてください」などと職員が感情的に話す。
利用者を引っ張ったり無理やり作業につれ出そうとする。

③利用者同士が喧嘩をしている際の対応例。
良い対応例～まず職員が両者の中に入り喧嘩を止める。なかなか落ち着かない際には他の従業者に応援を求める。すぐに落ち着いていれば、双方からの話を聞き、原因や経緯を確認し、冷静に話し合いの場を設けて行く。

悪い対応例～職員が感情的になって対応する。また一方の言い分を聞き、思い込みで対応してしまう。
「○○さんが悪いんでしょう」などと決めつける。


④排泄を失敗してしまった利用者に対する対応例。
良い対応例～利用者の居室またはトイレに行き、着替え等がスムーズに行えているか確認する。
必要に応じてシャワー浴等実施する。

悪い対応例～「また失敗したんですか」などとその方の自尊心を傷付けるような言動をする。

⑤マンツーマンの支援の途中、何らかの原因で粗暴行為（物を投げる、大声を上げる、殴りかかる等）に繋がる場合
　   良い対応例～支援者側の身を守りつつ「落ち着きましょう」と声をかけながら、第三者を呼ぶ
等の対応をし、他に危害が及ばないように配慮し見守る。

　　 悪い対応例～支援者側が向かっていく。支援者側が無理やり押さえつけたり、殴りかかる。

⑥興奮している利用者の方を居室に誘導する場合
良い対応例～まず「落ち着きましょう。」と声掛けを行い「居室に行きましょう。」と話しながら脇をかかえて誘導する。その際に興奮が続き他害行為に及びそうな時は腰に手を添えベルトを持って誘導する。誘導後に手を持った場所等怪我がないか確認する。

悪い対応例～無理やり服や腕等を引っ張り誘導する。
無言で引っ張り誘導する。

（５）作業中に関する事
①利用者に作業提供を行う場合
良い対応例～「～して頂けますか。」「～してくれませんか。」「～をお願いします。」「～して下さい。」等丁寧な言葉遣いを心掛ける。

悪い対応例～「～しろ。」「～やれ。」等強い命令口調になる。

②利用者が指示した作業に従事しなかった場合
良い対応例～まず理由を聞く。
就職したら指示を無視した行動を取っていては仕事にならない事等、就職に結びつけた声掛けを行い前向きになれるようにする。
「～してくれると助かります。」等その利用者が必要である事を伝え、やる気に繋がるような声掛けを行う。

悪い対応例～従事しない利用者をそのまま放置する。
「したくないならしなくていいです。」等利用者を突き放すような声掛けを行う。

③情緒不安の利用者で粗暴行為に繋がる恐れがある場合
良い対応例～まず場所を移動し、粗暴行為が見られる場合は複数の職員が他の利用者から離れた場所で対応する。
行動制止の必要があり、利用者の体に触れる際には「怪我をするといけないので腕を触りますね。」等の声掛けを行い、第三者が見た時に虐待と思われないように接する。

悪い対応例～粗暴行為の危険がある中で職員が一人で対応する。
粗暴行為の危険のある利用者を無言ではがいじめにする等、第三者から見て虐待と思われるような制止の仕方をする。





Ⅷ　虐待への対応
（１）施設内で虐待と思わしき場面に遭遇したり、自身が虐待と思えることを行った場合は次の対応を取りましょう。
・見て見ぬ振りをしない。
・他の職員が不適切な対応を起こしそうな時、又は見かけた時は「どうされましたか？何かありましたか？」等の声かけを行う。
・他の職員の不適切な対応をみかけた時には施設長、上司に相談、報告する。
・一人で対応が難しい時には他の職員に協力を願う。
・職員間で互いに指摘しあう。
・万が一、虐待を行ってしまった時は速やかに施設長、上司に報告する。

（２）報告を受けた施設長の対応
　①職員もしくは外部の人から虐待について報告を受けた施設長は、報告者の保護と共に、その案件について事実確認を行う。
②確認した案件については必ず拠点グループにある虐待防止検討委員会（別表１）に諮り、状況を検証し虐待の有無を判断する。併せて、再発防止に向けた対応について検討する。
　③虐待と判断された事案については理事長に報告するとともに、関係市町村並びに県障害保健福祉課へ報告する。
　④後日、当事者への直接の指導と共に、職員会を開き再発防止について周知する。

（３）虐待防止検討委員会の構成について
　①拠点グループ虐待防止検討委員会は拠点グループごとに役職員にて構成し、委員長（虐待防止責任者）は拠点グループ管理責任者とする。（別表１）
　②法人虐待防止検討委員会は各拠点グループの課長補佐以上の役職員で構成し、委員長は法人専務理事が行うものとする。（別表２）
　　
（４）法人虐待防止委員会の開催について
　　　法人虐待防止委員会は年４回（４月、７月、１０月、１月）の定例会議を開き、各拠点グループの状況を把握するとともに課題を明らかにし、必要な対応策や研修等について検討を行う。また、重大な案件が発生した場合には状況に応じて委員会を開催する。

Ⅸ　通報の義務
　虐待を見かけた時には、通報の義務があります。
高知県障害保健福祉課　　　　　　（tel：０８８－８２２－９６３３）
　　　　　　　　　　　　　　　
黒潮町健康福祉課　　　　　　　　（tel：０８８０－４３－２１１６）


Ⅹ　最後に
　上記はあくまでも事例ですので、困った時は一人で抱えず相談しましょう。また、対応方法を見つけて利用者さんが楽しく生活できるような支援を心がけて下さい。虐待は絶対に許されない事だと全職員が認識する事が大切です。

平成30年4月1日より施行
令和 3年6月20日改正
令和4年4月1日改正
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